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第１２号議案説明資料 

芦屋市情報公開条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第13条 公開請求に係る公文書に国，独立行政法人等，他の地方公共

団体，地方独立行政法人及び公開請求者以外の者（以下この条，第1

6条及び第17条において「第三者」という。）に関する情報が記録さ

れているときは，実施機関は，公開決定等をするに当たって，当該

情報に係る第三者に対し，公開請求に係る公文書の表示その他規則

で定める事項を通知して，意見書を提出する機会を与えることがで

きる。 

第13条 公開請求に係る公文書に国，独立行政法人等，他の地方公共

団体，地方独立行政法人及び公開請求者以外の者（以下この条，第1

6条及び第17条において「第三者」という。）に関する情報が記録さ

れているときは，実施機関は，公開決定等をするに当たって，当該

情報に係る第三者に対し，公開請求に係る公文書の表示その他規則

で定める事項を通知して，意見書を提出する機会を与えることがで

きる。 

2 （省略） 2 （省略） 

3 実施機関は，第1項の規定により意見書の提出の機会を与えられた

第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出し

た場合において，公開決定をするときは，公開決定の日と公開を実

施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場

合において，実施機関は，公開決定後直ちに，当該意見書（第16条

において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し，公開

決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通

知しなければならない。 

3 実施機関は，第1項の規定により意見書の提出の機会を与えられた

第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出し

た場合において，公開決定をするときは，公開決定の日と公開を実

施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場

合において，実施機関は，公開決定後直ちに，当該意見書（第16条

において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し，公開

決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通

知しなければならない。 

（審査請求） （不服申立て） 

第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服のある者

は，実施機関（消防長及び病院事業管理者を除く。）に対し，審査

請求をすることができる。 

第16条 公開決定等について不服のある者は，市長又は実施機関に対

し，行政不服審査法（昭和37年法律第160号）による不服申立てをす

ることができる。 
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改正案 現 行 

2 前項の規定による審査請求については，行政不服審査法（平成26

年法律第68号）第9条第1項本文の規定は，適用しない。 

3 第1項の規定による審査請求があった場合は，当該審査請求に対す

る裁決をすべき実施機関（議会を除く。）は，次の各号のいずれか

に該当する場合を除き，遅滞なく，芦屋市附属機関の設置に関する

条例（平成18年芦屋市条例第5号）第2条の表に規定する芦屋市情報

公開・個人情報保護審査会に諮問し，その答申を尊重して，当該審

査請求についての裁決をしなければならない。 

2 前項の規定による不服申立てがあった場合は，市長又は実施機関

（この項において議会を除く。）は，次の各号のいずれかに該当する

場合を除き，遅滞なく，芦屋市附属機関の設置に関する条例（平成1

8年芦屋市条例第5号）第2条に規定する芦屋市情報公開・個人情報保

護審査会に諮問し，その答申を尊重して，当該不服申立てについての

裁決又は決定をしなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり，却下する場合 (1) 不服申立てが不適法であり，却下するとき。 

(2) 裁決で，審査請求の全部を認容し，当該審査請求に係る公文書

の全部を公開することとする場合（当該公文書の公開について反

対意見書が提出されている場合を除く。） 

(2) 裁決又は決定で，不服申立てに係る公開決定等（公開請求に係

る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び次条

において同じ。）を取り消し又は変更し，当該不服申立てに係る

公文書の全部を公開することとするとき。ただし，当該公開決定

等について反対意見書が提出されているときを除く。 

4 議会の公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求が

あったときは，議会は，前項各号のいずれかに該当する場合を除き，

芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

3 議会の公開決定等について行政不服審査法による不服申立てがあ

ったときは，議会は，前項各号のいずれかに該当する場合を除き，

芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

5 前2項の規定による諮問は，行政不服審査法第9条第3項において読

み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなけ

ればならない。 

6 第3項又は第4項の規定により諮問をした実施機関は，次に掲げる者

に対し，諮問をした旨を通知しなければならない。 

4 前2項の規定により諮問をした市長又は実施機関は，次に掲げる者

に対し，諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第4項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。） 

(1) 不服申立人及び参加人 

(2) 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を (2) 公開請求者（公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を
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改正案 現 行 

除く。） 除く。） 

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出

した第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 

(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出

した第三者（当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除

く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） （第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 

第17条 第13条第3項の規定は，次の各号のいずれかに該当する裁決を

する場合について準用する。 

第17条 第13条第3項の規定は，次の各号のいずれかに該当する裁決又

は決定をする場合について準用する。 

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し，又は棄却す

る裁決 

(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し，又は棄却

する裁決又は決定 

(2) 審査請求に係る公開決定等（公開請求に係る公文書の全部を公

開する旨の決定を除く。）を変更し，当該審査請求に係る公文書

を公開する旨の裁決（第三者である参加人が当該公文書の公開に

反対の意思を表示している場合に限る。） 

(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し，当該公開決定等に係る

公文書を公開する旨の裁決又は決定（第三者である参加人が当該

公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。） 
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芦屋市個人情報保護条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

目次 目次 

第1章～第3章 （省略） 第1章～第3章 （省略） 

第4章 開示，訂正及び利用停止 第4章 開示，訂正及び利用停止 

第1節～第4節 （省略） 第1節～第4節 （省略） 

第5節 審査請求（第40条・第41条） 第5節 不服申立て（第40条・第41条） 

第5章・第6章 （省略） 第5章・第6章 （省略） 

附則 附則 

（個人情報取扱事務の届出） （個人情報取扱事務の届出） 

第6条 （省略） 第6条 （省略） 

2 （省略） 2 （省略） 

3 市長は，前2項の規定による届出があったときは，芦屋市附属機関

の設置に関する条例（平成18年芦屋市条例第5号）第2条の表に規定

する芦屋市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）

に報告するものとする。 

3 市長は，前2項の規定による届出があったときは，芦屋市附属機関の

設置に関する条例（平成18年芦屋市条例第5号）第2条に規定する芦屋

市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に報告

するものとする。 

4・5 （省略） 4・5 （省略） 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第25条 開示請求に係る保有個人情報に国，独立行政法人等，他の地

方公共団体，地方独立行政法人及び開示請求者以外の者（以下この

条，第40条第4項及び第41条において「第三者」という。）に関す

る情報が含まれているときは，実施機関は，開示決定等をするに当

たって，当該情報に係る第三者に対し，規則で定めるところにより，

第25条 開示請求に係る保有個人情報に国，独立行政法人等，他の地方

公共団体，地方独立行政法人及び開示請求者以外の者（以下この条，

第40条第4項及び第41条において「第三者」という。）に関する情報

が含まれているときは，実施機関は，開示決定等をするに当たって，

当該情報に係る第三者に対し，規則で定めるところにより，当該第三
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改正案 現 行 

当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知し

て，意見書を提出する機会を与えることができる。 

者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して，意見書を

提出する機会を与えることができる。 

2 （省略） 2 （省略） 

3 実施機関は，第1項の規定により意見書の提出の機会を与えられた

第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した

意見書を提出した場合において，開示決定するときは，開示決定の

日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければな

らない。この場合において，実施機関は，開示決定後直ちに，当該

意見書（第40条第3項及び第6項において「反対意見書」という。）

を提出した第三者に対し，開示決定をした旨及びその理由並びに開

示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

3 実施機関は，第1項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第

三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見

書を提出した場合において，開示決定するときは，開示決定の日と開

示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。

この場合において，実施機関は，開示決定後直ちに，当該意見書（第

40条第2項及び第4項において「反対意見書」という。）を提出した第

三者に対し，開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日

を書面により通知しなければならない。 

第5節 審査請求 第5節 不服申立て 

（審査請求） （不服申立て） 

第40条 開示決定等，訂正決定等，利用停止決定等又は開示請求，訂

正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服のある者

は，実施機関（消防長及び病院事業管理者を除く。）に対し，審査

請求をすることができる。 

第40条 開示決定等，訂正決定等又は利用停止決定等について不服のあ

る者は，市長又は実施機関に対し，行政不服審査法（昭和37年法律第

160号）による不服申立てをすることができる。 

2 前項の規定による審査請求については，行政不服審査法（平成26

年法律第68号）第9条第1項の規定は，適用しない。 

3 第1項の規定による審査請求があった場合は，当該審査請求に対す

る裁決をすべき実施機関（議会を除く。）は，次の各号のいずれか

に該当する場合を除き，遅滞なく，審査会に諮問し，その答申を尊

重して，当該審査請求についての裁決をしなければならない。 

2 前項の規定による不服申立てがあった場合は，市長又は実施機関（こ

の項において議会を除く。）は，次の各号のいずれかに該当する場合

を除き，遅滞なく，審査会に諮問し，その答申を尊重して，当該不服

申立てについての裁決又は決定をしなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり，却下する場合 (1) 不服申立てが不適法であり，却下するとき。 
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改正案 現 行 

(2) 裁決で，審査請求の全部を認容し，当該審査請求に係る保有

個人情報の全部を開示することとする場合（当該保有個人情報の

開示について反対意見書が提出されている場合を除く。） 

(2) 裁決又は決定で，不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係

る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び

次条において同じ。）を取り消し，又は変更し，当該不服申立てに

係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし，当該

開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 

(3) 裁決で，審査請求の全部を認容し，当該審査請求に係る保有

個人情報の訂正をすることとする場合 

(3) 裁決又は決定で，不服申立てに係る訂正決定等（訂正請求の全

部を容認して訂正をする旨の決定を除く。）を取り消し，又は変更

し，当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正すること

とするとき。 

(4) 裁決で，審査請求の全部を認容し，当該審査請求に係る保有

個人情報の利用停止をすることとする場合 

(4) 裁決又は決定で，不服申立てに係る利用停止決定等（利用停止

請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。）を取り消

し，又は変更し，当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認

して利用停止をすることとするとき。 

4 議会の開示決定等，訂正決定等，利用停止決定等又は開示請求，

訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求が

あったときは，議会は，前項各号のいずれかに該当する場合を除き，

審査会に諮問することができる。 

3 議会の開示決定等，訂正決定等又は利用停止決定等について行政不

服審査法による不服申立てがあったときは，議会は，前項各号のいず

れかに該当する場合を除き，審査会に諮問することができる。 

5 前2項の規定による諮問は，行政不服審査法第9条第3項において読

み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなけ

ればならない。 

6 第3項又は第4項の規定により諮問をした実施機関は，次に掲げる者

に対し，諮問をした旨を通知しなければならない。 

4 前2項の規定により諮問をした市長又は実施機関は，次に掲げる者に

対し，諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1)  審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第4項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。） 

(1) 不服申立人及び参加人 

(2) 開示請求者，訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が (2) 開示請求者，訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が不
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改正案 現 行 

審査請求人又は参加人である場合を除く。） 服申立人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書

を提出した第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である

場合を除く。） 

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出し

た第三者（当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。）

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） （第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 

第41条 第25条第3項の規定は，次の各号のいずれかに該当する裁決 

をする場合について準用する。 

第41条 第25条第3項の規定は，次の各号のいずれかに該当する裁決又

は決定をする場合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し，又は棄却

する裁決 

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し，又は棄却

する裁決又は決定 

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全

部を開示する旨の決定を除く。）を変更し，当該審査請求に係る

保有個人情報を開示する旨の裁決（第三者である参加人が当該第

三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限

る。） 

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し，当該開示決定等に係る

保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定（第三者である参加人が

当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合

に限る。） 
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芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（趣旨） （趣旨） 

第1条 この条例は，芦屋市附属機関の設置に関する条例（平成18年芦

屋市条例第5号）第2条の表に規定する芦屋市情報公開・個人情報保

護審査会（以下「審査会」という。）の調査審議の手続等について

定めるものとする。 

第1条 この条例は，芦屋市附属機関の設置に関する条例（平成18年芦

屋市条例第5号）第2条に規定する芦屋市情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）の調査審議の手続等について定め

るものとする。 

（定義） （定義） 

第8条 この条例において「諮問実施機関」とは，次に掲げる機関をい

う。 

第8条 この条例において「諮問実施機関」とは，次に掲げる機関をい

う。 

(1) 芦屋市情報公開条例（平成14年芦屋市条例第15号）第16条第3

項又は第4項の規定により審査会に諮問をした実施機関 

(1) 芦屋市情報公開条例（平成14年芦屋市条例第15号）第16条第2

項又は第3項の規定により審査会に諮問をした実施機関 

(2) 芦屋市個人情報保護条例（平成16年芦屋市条例第19号）第40

条第3項又は第4項の規定により審査会に諮問をした実施機関 

(2) 芦屋市個人情報保護条例（平成16年芦屋市条例第19号）第40

条第2項又は第3項の規定により審査会に諮問をした実施機関 

2・3 （省略） 2・3 （省略） 

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限） 

第9条 審査会は，必要があると認めるときは，諮問実施機関の職員そ

の他の関係者に対し，出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと，

又は諮問実施機関に対し，公文書若しくは保有個人情報の提示を求

めることができる。この場合において，何人も，審査会に対し，そ

の提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることが

できない。 

第9条 審査会は，必要があると認めるときは，諮問実施機関の職員そ

の他の関係者に対し，出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと，

又は諮問実施機関に対し，公文書若しくは保有個人情報の提示を求

めることができる。この場合においては，何人も，審査会に対し，

その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めること

ができない。 

2 審査会は，必要があると認めるときは，諮問実施機関に対し，公文

書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内

2 審査会は，必要があると認めるときは，諮問実施機関に対し，公文

書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内
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改正案 現 行 

容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し，

審査会に提出するよう求めることができる。 

容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し，

審査会に提出するよう求めることができる。 

3 （省略）               3 （省略） 

4 第1項及び第2項に定めるもののほか，審査会は，審査請求に係る事

件に関し，審査請求人，参加人（行政不服審査法（平成26年法律第6

8号）第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。）又は諮問

実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提

出を求めること，適当と認める者にその知っている事実を陳述させ，

又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

4 第1項及び第2項に定めるもののほか，審査会は，不服申立てに係る

事件に関し，不服申立人，参加人又は諮問実施機関（以下「不服申

立人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること，適当と

認める者にその知っている事実を陳述させ，又は鑑定を求めること

その他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述） （意見の陳述） 

第10条 審査会は，審査請求人等から申立てがあったときは，当該審

査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。た

だし，審査会が，その必要がないと認めるときは，この限りでない。

第10条 審査会は，不服申立人等から申立てがあったときは，当該不

服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。た

だし，審査会が，その必要がないと認めるときは，この限りでない。

2 前項本文の場合においては，審査請求人又は参加人は，審査会の許

可を得て，補佐人とともに出頭することができる。 

2 前項本文の場合においては，不服申立人又は参加人は，審査会の許

可を得て，補佐人とともに出頭することができる。 

（意見書等の提出） （意見書等の提出） 

第11条 審査請求人等は，審査会に対し，意見書又は資料を提出する

ことができる。ただし，審査会が意見書又は資料を提出すべき相当

の期間を定めたときは，その期間内にこれを提出しなければならな

い。 

第11条 不服申立人等は，審査会に対し，意見書又は資料を提出する

ことができる。ただし，審査会が意見書又は資料を提出すべき相当

の期間を定めたときは，その期間内にこれを提出しなければならな

い。 

（提出資料の写しの送付等） （提出資料の閲覧） 

第12条 審査会は，第9条第2項若しくは第4項又は前条の規定による意

見書又は資料の提出があったときは，当該意見書又は資料の写し（電

磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識

第12条  
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改正案 現 行 

することができない方式で作られる記録であって，電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項におい

て同じ。）にあっては，当該電磁的記録に記録された事項を記載し

た書面）を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査

請求人等に送付するものとする。ただし，第三者の利益を害するお

それがあると認められるとき，その他正当な理由があるときは，こ

の限りでない。 

2 審査請求人等は，審査会に対し，審査会に提出された意見書又は資

料の閲覧（電磁的記録にあっては，記録された事項を審査会が定め

る方法により表示したものの閲覧）を求めることができる。この場

合において，審査会は，第三者の利益を害するおそれがあると認め

るとき，その他正当な理由があるときでなければ，その閲覧を拒む

ことができない。 

不服申立人等は，審査会に対し，審査会に提出された意見書又は

資料の閲覧を求めることができる。この場合において，審査会は，

第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき，その他正当な理

由があるときでなければ，その閲覧を拒むことができない。 

3 審査会は，第1項の規定による送付をし，又は前項の規定による閲

覧をさせようとするときは，当該送付又は閲覧に係る意見書又は資

料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし，

審査会が，その必要がないと認めるときは，この限りでない。 

4 審査会は，第2項の規定による閲覧について，日時及び場所を指定

することができる。 

2 審査会は，前項の規定による閲覧について，日時及び場所を指定す

ることができる。 

（答申書の送付等） （答申書の送付等） 

第14条 審査会は，諮問に対する答申をしたときは，答申書の写しを

審査請求人及び参加人に送付するとともに，答申の内容を公表する

ものとする。 

第14条 審査会は，諮問に対する答申をしたときは，答申書の写しを

不服申立人及び参加人に送付するとともに，答申の内容を公表する

ものとする。 
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芦屋市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（期末手当の支給の一時差止め） （期末手当の支給の一時差止め） 

第22条の3 任命権者は，支給日に期末手当を支給することとされてい

た職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれ

かに該当する場合は，当該期末手当の支給を一時差し止めることが

できる。 

第22条の3 任命権者は，支給日に期末手当を支給することとされてい

た職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれ

かに該当する場合は，当該期末手当の支給を一時差し止めることが

できる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に，その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関して，その者が起訴（当該起訴に

係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り，刑

事訴訟法（昭和23年法律第131号）第6編に規定する略式手続によ

るものを除く。第3項において同じ。）をされ，その判決が確定し

ていない場合 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に，その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関して，その者が起訴（当該起訴に

係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り，刑

事訴訟法（昭和23年法律第131号）第6編に規定する略式手続によ

るものを除く。第3項において同じ。）をされ，その判決が確定し

ていない場合 

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に，その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関して，その者が逮捕された場合又

はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基

づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて，その

者に対し期末手当を支給することが，公務に対する信頼を確保し，

期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大

な支障を生ずると認めるとき。 

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に，その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関して，その者が逮捕された場合又

はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基

づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて，その

者に対し期末手当を支給することが，公務に対する信頼を確保し，

期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大

な支障を生ずると認めるとき。 

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一

時差止処分」という。）を受けた者は，行政不服審査法（平成26年

法律第68号）第18条第1項本文に規定する期間が経過した後において

は，当該一時差止処分後の事情の変化を理由に，当該一時差止処分

をした者に対し，その取消しを申し立てることができる。 

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一

時差止処分」という。）を受けた者は，行政不服審査法（昭和37年

法律第160号）第14条又は第45条に規定する期間が経過した後におい

ては，当該一時差止処分後の事情の変化を理由に，当該一時差止処

分をした者に対し，その取消しを申し立てることができる。 
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改正案 現 行 

3～6 （省略） 3～6 （省略） 

芦屋市の機関に出頭する者等の実費弁償に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（趣旨） （目的） 

第1条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律第67号）その他の法律

の規定に基づき，市の機関の招請等により出頭し，又はその公聴会

に参加した関係人，証人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

第1条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律第67号）その他の法律

の規定に基づき，本市の議会，委員会又は委員（以下「機関」とい

う。）の招請等により出頭し，又はその公聴会に参加した関係人，

証人等の実費弁償について定めることを目的とする。 
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芦屋市職員の退職手当に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該

退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者に対し，当該退

職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うもの

とする。 

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該

退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者に対し，当該退

職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うもの

とする。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り，刑事訴訟法（昭和23年法

律第131号）第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同

じ。）をされた場合において，その判決の確定前に退職をしたと

き。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り，刑事訴訟法（昭和23年法

律第131号）第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同

じ。）をされた場合において，その判決の確定前に退職をしたと

き。 

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において，当該退職をした者が基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。 

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において，当該退職をした者が基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。 

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において，次の各号のいずれかに該当すると

きは，当該退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者に対

し，当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うこと

ができる。 

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において，次の各号のいずれかに該当すると

きは，当該退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者に対

し，当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うこと

ができる。 

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に

関して，その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がそ

の者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき

その者に犯罪があると思料するに至つたときであつて，その者に

対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に

関して，その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がそ

の者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき

その者に犯罪があると思料するに至つたときであつて，その者に

対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確
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改正案 現 行 

保する上で支障を生ずると認めるとき。 保する上で支障を生ずると認めるとき。 

(2) 当該退職手当管理機関が，当該退職をした者について，当該一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為（在職期間中の職

員の非違に当たる行為であつて，その非違の内容及び程度に照ら

して懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同

じ。）をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに

至つたとき。 

(2) 当該退職手当管理機関が，当該退職をした者について，当該一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為（在職期間中の職

員の非違に当たる行為であつて，その非違の内容及び程度に照ら

して懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同

じ。）をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに

至つたとき。 

3 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の

場合には，その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支

払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支

払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。）

に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合にお

いて，前項第2号に該当するときは，当該退職に係る退職手当管理機

関は，当該遺族に対し，当該一般の退職手当等の額の支払を差し止

める処分を行うことができる。 

3 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の

場合には，その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支

払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支

払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。）

に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合にお

いて，前項第2号に該当するときは，当該退職に係る退職手当管理機

関は，当該遺族に対し，当該一般の退職手当等の額の支払を差し止

める処分を行うことができる。 

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分

（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は，行政不服審査法

（平成26年法律第68号）第18条第1項本文に規定する期間が経過した

後においては，当該支払差止処分後の事情の変化を理由に，当該支

払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し，その取消しを申し立

てることができる。 

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分

（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は，行政不服審査法

（昭和37年法律第160号）第14条第1項又は第45条に規定する期間が

経過した後においては，当該支払差止処分後の事情の変化を理由に，

当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し，その取消しを

申し立てることができる。 

5～10 （省略） 5～10 （省略） 
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芦屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（公平委員会の報告） （公平委員会の報告） 

第4条 公平委員会は，毎年6月末までに，市長に対し，前年度におけ

る業務の状況を報告しなければならない。 

第4条 公平委員会は，毎年6月末までに，市長に対し，前年度におけ

る業務の状況を報告しなければならない。 

（公平委員会の報告事項） （公平委員会の報告事項） 

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項

は，次に掲げる事項とする。 

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項

は，次に掲げる事項とする。 

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況 (1) 勤務条件に関する措置の要求の状況 

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況 (2) 不利益処分に関する不服申立ての状況 

芦屋市市税条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（災害等による期限の延長） （災害等による期限の延長） 

第7条 市長は，広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により，

法又はこの条例に定める申告，申請，請求その他書類の提出（審査

請求に関するものを除く。）又は納付若しくは納入（以下本条中「申

告等」という。）に関する期限までにこれらの行為をすることがで

きないと認める場合には，地域，期日その他必要な事項を指定して

当該期限を延長するものとする。 

2～5 （省略） 

第7条 市長は，広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により，

法又はこの条例に定める申告，申請，請求その他書類の提出（不服

申立てに関するものを除く。）又は納付若しくは納入（以下本条中

「申告等」という。）に関する期限までにこれらの行為をすること

ができないと認める場合には，地域，期日その他必要な事項を指定

して当該期限を延長するものとする。 

2～5 （省略） 
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芦屋市固定資産評価審査委員会条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（審査の申出） 

第4条 （省略） 

2 審査申出書には，次の各号に掲げる事項を記載しなければならな

い。 

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所 

(2)  審査の申出に係る処分の内容 

(3) 審査の申出の趣旨及び理由 

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては，その旨 

(5) 審査の申出の年月日 

3 審査申出人が，法人その他の社団若しくは財団であるとき，総代を

互選したとき，又は代理人によつて審査の申出をするときは，審査

申出書には，前項各号に掲げる事項のほか，その代表者若しくは管

理人，総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し，行政不服

審査法施行令（平成27年政令第391号）第3条第1項に規定する書面を

添付しなければならない。 

4・5 （省略） 

6 審査申出人は，代表者若しくは管理人，総代又は代理人がその資格

を失つたときは，書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

（書面審理） 

第6条 委員会は，書面審理を行う場合においては，市長に対し審査申

出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し，

期限を定めて，正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。 

（審査の申出） 

第4条 （省略） 

2 審査申出書には，次の各号に掲げる事項を記載しなければならな

い。 

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所 

(2) 審査の申出の趣旨及び理由 

(3) 口頭で意見を述べることを求める場合においては，その旨 

(4) 審査の申出の年月日 

3 審査申出人が，法人その他の社団若しくは財団であるとき，総代を

互選したとき，又は代理人によつて審査の申出をするときは，審査

申出書には，前項各号に掲げる事項のほか，その代表者若しくは管

理人，総代又は代理人の氏名及び住所を記載し，行政不服審査法（昭

和37年法律第160号）第13条第1項に規定する書面を添付しなければ

ならない。 

4・5 （省略） 

（書面審理） 

第6条 委員会は，書面審理を行う場合においては，市長に対し審査申

出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し，

期限を定めて，正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。 
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改正案 現 行 

2 委員会は，弁明書の提出があつた場合においては，審査申出人に対

しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しな

ければならない。 

3 審査申出人は，弁明書の副本の送付を受けたときは，これに対する

反論書を提出することができる。この場合においては，委員会が定

めた期間内にこれを提出しなければならない。 

4 委員会は，審査申出人から反論書の提出があつたときは，これを市

長に送付しなければならない。 

（議事についての調書） 

第10条 書記は，前3条に規定するもののほか，委員会の議事について

調書を作成しなければならない。 

2 （省略） 

（決定書の作成） 

第11条 委員会は，審査の決定をする場合においては，次に掲げる事

項を記載し，委員会が記名押印した決定書を作成しなければならな

い。 

(1) 主文 

 (2) 事案の概要 

 (3) 審査申出人及び市長の主張の要旨 

 (4) 理由 

2 （省略） 

2 委員会は，弁明書の提出があつた場合においては，審査申出人に対

しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しな

ければならない。ただし，審査の申出の全部を容認すべきときは，

この限りでない。 

3 審査申出人は，弁明書の副本の送付を受けたときは，これに対する

反論書を提出することができる。この場合においては，委員会が定

めた期間内にこれを提出しなければならない。 

（議事についての調書） 

第10条 書記は，前2条に規定するもののほか，委員会の議事について

調書を作成しなければならない。 

2 （省略） 

（決定書の作成） 

第11条 委員会は，審査の決定をする場合においては，決定書を作成

しなければならない。 

2 （省略） 
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芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，教育

委員会は，当該退職をした者に対し，当該退職に係る一般の退職手

当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，教育

委員会は，当該退職をした者に対し，当該退職に係る一般の退職手

当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 

(1) 教職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁

錮
こ

以上の刑が定められているものに限り，刑事訴訟法（昭和23年

法律第131号）第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下

同じ。）をされた場合において，その判決の確定前に退職をした

とき。 

(1) 教職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁

錮
こ

以上の刑が定められているものに限り，刑事訴訟法（昭和23年

法律第131号）第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下

同じ。）をされた場合において，その判決の確定前に退職をした

とき。 

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において，当該退職をした者が基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。 

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において，当該退職をした者が基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。 

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において，次の各号のいずれかに該当すると

きは，教育委員会は，当該退職をした者に対し，当該一般の退職手

当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において，次の各号のいずれかに該当すると

きは，教育委員会は，当該退職をした者に対し，当該一般の退職手

当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に

関して，その者が逮捕されたとき又は教育委員会がその者から聴

取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯

罪があると思料するに至つたときであつて，その者に対し一般の

退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で

支障を生ずると認めるとき。 

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に

関して，その者が逮捕されたとき又は教育委員会がその者から聴

取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯

罪があると思料するに至つたときであつて，その者に対し一般の

退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で

支障を生ずると認めるとき。 
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改正案 現 行 

(2) 教育委員会が，当該退職をした者について，当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為（在職期間中の教職員の非

違に当たる行為であつて，その非違の内容及び程度に照らして懲

戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。）

をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つた

とき。 

(2) 教育委員会が，当該退職をした者について，当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為（在職期間中の教職員の非

違に当たる行為であつて，その非違の内容及び程度に照らして懲

戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。）

をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つた

とき。 

3 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の

場合には，その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支

払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支

払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。）

に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合にお

いて，前項第2号に該当するときは，教育委員会は，当該遺族に対し，

当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことがで

きる。 

3 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の

場合には，その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支

払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支

払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。）

に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合にお

いて，前項第2号に該当するときは，教育委員会は，当該遺族に対し，

当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことがで

きる。 

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分

（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は，行政不服審査法

（平成26年法律第68号）第18条第1項本文に規定する期間が経過した

後においては，当該支払差止処分後の事情の変化を理由に，教育委

員会に対し，その取消しを申し立てることができる。 

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分

（以下「支払差止処分」という。）を受けた者は，行政不服審査法

（昭和37年法律第160号）第14条第1項又は第45条に規定する期間が

経過した後においては，当該支払差止処分後の事情の変化を理由に，

教育委員会に対し，その取消しを申し立てることができる。 

5～10 （省略） 5～10 （省略） 
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芦屋市建築審査会条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 
改正案 現 行 

（庶務） （書記） 

第4条 審査会の庶務は，建築指導又は都市計画に関する事務を所管す

る課において処理する。 

第4条 審査会に，書記若干名を置く。 

 2 書記は，市の職員のうちから市長が任命する。 

 3 書記は，会長の命を受け，審査会の事務に従事する。 

芦屋市消防団員等公務災害補償条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（審査請求） （異議申立て） 

第25条 市の行う非常勤消防団員等の死亡，負傷又は疾病が，公務又

は消防作業等に従事し，若しくは救急業務に協力し，又は応急措置

の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定，療養の方

法，損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のあ

る者は，市長に対して審査請求をすることができる。 

第25条 市の行う非常勤消防団員等の死亡，負傷又は疾病が，公務又

は消防作業等に従事し，若しくは救急業務に協力し，又は応急措置

の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定，療養の方

法，損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のあ

る者は，市長に対して異議申立てをすることができる。 
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芦屋市附属機関の設置に関する条例新旧対照表 

(下線部分は，改正部分) 

改正案 現 行 

（設置） （設置） 

第2条 市に次のとおり附属機関を置く。 第2条 市に次のとおり附属機関を置く。 

附属

機関

の属

する

執行

機関

附属機関の

名称 

担任事務 委員

定数 

委員の構成 任期

市長 （省略） 

芦屋市情報

公開・個人情

報保護審査

会 

芦屋市情報公開

条例（平成14年

芦屋市条例第15

号）第16条第3

項及び第4項並

びに芦屋市個人

情報保護条例

（平成16年芦屋

市条例第19号）

第40条第3項及

び第4項の規定

による諮問に関

する事項につい

6人以

内 

情報公開及び個人情

報保護に関して識見

を有する者 

2年 

附属

機関

の属

する

執行

機関

附属機関の

名称 

担任事務 委員

定数 

委員の構成 任期

市長 （省略） 

芦屋市情報

公開・個人情

報保護審査

会 

芦屋市情報公開

条例（平成14年

芦屋市条例第15

号）第16条第2

項及び第3項並

びに芦屋市個人

情報保護条例

（平成16年芦屋

市条例第19号）

第40条第2項及

び第3項の規定

による諮問に関

する事項につい

6人以

内 

情報公開及び個人情

報保護に関して識見

を有する者 

2年 
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改正案 現 行 

ての調査審議，

行政手続におけ

る特定の個人を

識別するための

番号の利用等に

関する法律（平

成25年法律第27

号）第27条第1

項に規定する評

価書に記載され

た特定個人情報

ファイルの取扱

い並びに情報公

開制度及び個人

情報保護制度の

運用と改善に関

する事項につい

て意見を述べる

こと。 

（省略） 

ての調査審議，

行政手続におけ

る特定の個人を

識別するための

番号の利用等に

関する法律（平

成25年法律第27

号）第27条第1

項に規定する評

価書に記載され

た特定個人情報

ファイルの取扱

い並びに情報公

開制度及び個人

情報保護制度の

運用と改善に関

する事項につい

て意見を述べる

こと。 

（省略） 
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⑪裁決 

①行政処分

③指名 

④主張・証拠の提出

⑦意見書 

⑧裁決案の諮問

①行政処分

②異議申立て, 主張・証拠の提出 

③審理

④決定 

不服申立て制度の概要について 

⑨審議

⑥審理

②審査請求

⑩答申 

審査庁 

処分庁 

行政不服審査会

（附属機関）

異議申立て（改正前）  審査請求（改正後）

⑤主張・証拠の提出

処分庁

※色塗り部分は，行政不服審査法の改正により新設された手続 

審理員

審査請求人異議申立人
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④答申

芦屋市情報公開条例及び芦屋市個人情報保護条例に係る 

審査請求の手続について 

１ 審理員制度を適用除外とすることができる場合 

改正行政不服審査法第９条第１項においては，審査請求がなされた審査庁は，原

則として審理員を指名しなければならない旨を規定しているが，同項のただし書に

おいて，条例に基づく処分については，条例に特別の定めがある場合は，審理員の

指名を要しないこととされている。 

これは，情報公開条例等に基づく処分について，優れた識見を有する委員等で構

成される情報公開審査会等が諮問を受けて実質的な審理を行うことにより，公正か

つ慎重に判断されることが制度上担保されている場合などが想定されている。 

２ 国の審査請求に対する審査体制 

国の情報公開制度及び個人情報保護制度に係る審査請求については，従前どおり

国の第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会が実質的な審査を行うことに

より，公正性が担保されていることから，審理員制度を適用除外とすることとして

いる。 

３ 芦屋市の審査請求に対する審査体制 

本市では，現在，優れた識見を有する委員６名で構成される附属機関として設置

された「芦屋市情報公開・個人情報保護審査会」が，不服申立てについて実質的な

調査審議を行い，実施機関はその答申を踏まえて，不服申立てに対する決定を行う

こととしている。  

改正行政不服審査法における審理員及び行政不服審査会の機能を併せ持つ情報

公開・個人情報保護審査会が，慎重審議することにより，公正性は既に担保されて

いることから，審理員制度は適用除外とする。 

≪審査請求に係る手続の流れ≫ 

情報公開・個人情報 

保護審査会

審 査 庁 

処 分 庁 

(実施機関) 

③意見書・資料の提出
③口頭意見陳述

②弁明書を添付
して諮問

①審査請求

⑤裁決

審査請求人 


